
1 

議案第１２０号 

さいたま市市税条例の一部を改正する条例の制定について

さいたま市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２９年６月７日提出

さいたま市長 清 水 勇 人  

さいたま市市税条例の一部を改正する条例

さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のように改

正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （所得割の課税標準）  （所得割の課税標準）

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた

年の翌年の４月１日の属する年度分の特定配当等

申告書（市民税の納税通知書が送達される時まで

に提出された次に掲げる申告書をいう。以下この

項において同じ。）に特定配当等に係る所得の明

細に関する事項その他施行規則に定める事項の記

載があるとき（特定配当等申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市長が

認めるときを含む。）は、当該特定配当等に係る

所得の金額については、適用しない。ただし、第

１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書

に記載された事項その他の事情を勘案して、この

項の規定を適用しないことが適当であると市長が

認めるときは、この限りでない。

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた

年の翌年の４月１日の属する年度分の第２８条第

１項の規定による申告書（その提出期限後におい

て市民税の納税通知書が送達される時までに提出

されたもの及びその時までに提出された第２９条

第１項の確定申告書を含む。）に特定配当等に係

る所得の明細に関する事項その他施行規則に定め

る事項の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。）は、当該特定配当

等に係る所得の金額については、適用しない。

 第２８条第１項の規定による申告書

 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項

の規定により前号に掲げる申告書が提出された

ものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

５ ［略］ ５ ［略］

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る ６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る
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所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分

の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に掲げ

る申告書をいう。以下この項において同じ。）に

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関す

る事項その他施行規則に定める事項の記載がある

とき（特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載

がないことについてやむを得ない理由があると市

長が認めるときを含む。）は、当該特定株式等譲

渡所得金額に係る所得の金額については、適用し

ない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号

に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけ

るこれらの申告書に記載された事項その他の事情

を勘案して、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限りでない。

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分

の第２８条第１項の規定による申告書（その提出

期限後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提出さ

れた第２９条第１項の確定申告書を含む。）に特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する

事項その他施行規則に定める事項の記載があると

き（これらの申告書にその記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを

含む。）は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については、適用しない。

 第２８条第１項の規定による申告書

 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項

の規定により前号に掲げる申告書が提出された

ものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

（所得割の税率） （所得割の税率）

第２１条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退

職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、１

００分の８を乗じて得た金額とする。

第２１条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退

職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、１

００分の６を乗じて得た金額とする。

２ ［略］ ２ ［略］

 （調整控除）  （調整控除）

第２４条 所得割の納税義務者については、その者

の第２１条の規定による所得割の額から、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

金額を控除する。

第２４条 所得割の納税義務者については、その者

の第２１条の規定による所得割の額から、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

金額を控除する。

 当該納税義務者の第２１条第２項に規定する

課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山

林所得金額の合計額（以下この条において「合

計課税所得金額」という。）が２００万円以下

である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少

ない金額の１００分の４に相当する金額

 当該納税義務者の第２１条第２項に規定する

課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山

林所得金額の合計額（以下この条において「合

計課税所得金額」という。）が２００万円以下

である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少

ない金額の１００分の３に相当する金額

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 当該納税義務者の合計課税所得金額が２００

万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲

げる金額を控除した金額（当該金額が５万円を

下回る場合には、５万円とする。）の１００分

の４に相当する金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額が２００

万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲

げる金額を控除した金額（当該金額が５万円を

下回る場合には、５万円とする。）の１００分

の３に相当する金額

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 （寄附金税額控除）  （寄附金税額控除）

第２４条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に次

に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計

額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金

第２４条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に次

に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計

額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金
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額及び山林所得金額の合計額の１００分の３０に

相当する金額を超える場合には、当該１００分の

３０に相当する金額）が２，０００円を超える場

合には、その超える金額の１００分の８に相当す

る金額（当該納税義務者が前年中に第１号に掲げ

る寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が２

，０００円を超える場合には、当該１００分の８

に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以

下この項において「控除額」という。）を当該納

税義務者の第２１条及び前条の規定を適用した場

合の所得割の額から控除するものとする。この場

合において、当該控除額が当該所得割の額を超え

るときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当

する金額とする。

額及び山林所得金額の合計額の１００分の３０に

相当する金額を超える場合には、当該１００分の

３０に相当する金額）が２，０００円を超える場

合には、その超える金額の１００分の６に相当す

る金額（当該納税義務者が前年中に第１号に掲げ

る寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が２

，０００円を超える場合にあっては、当該１００

分の６に相当する金額に特例控除額を加算した金

額。以下この項において「控除額」という。）を

その者の第２１条及び前条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除するものとする。この場合

において、当該控除額が当該所得割の額を超える

ときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当す

る金額とする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）  （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第２５条の２ 所得割の納税義務者が、第１９条第

４項に規定する特定配当等申告書に記載した特定

配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特

定配当等の額について法第２章第１節第５款の規

定により配当割額を課された場合又は同条第６項

に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載

した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の

計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額につ

いて同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額

を課された場合には、当該配当割額又は当該株式

等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第２１条及び前３条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。

第２５条の２ 所得割の納税義務者が、第１９条第

４項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の

金額の計算の基礎となった特定配当等の額につい

て法第２章第１節第５款の規定により配当割額を

課された場合又は同条第６項の申告書に記載した

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算

の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について

法第２章第１節第６款の規定により株式等譲渡所

得割額を課された場合には、当該配当割額又は当

該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金

額を、第２１条及び前３条の規定を適用した場合

の所得割の額から控除する。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付）

第４５条 市民税を申告納付する義務がある法人は、

法第３２１条の８第１項、第２項、第４項、第１

９項、第２２項及び第２３項の規定による申告書

を、同条第１項、第２項、第４項、第１９項及び

第２３項の申告納付にあってはそれぞれこれらの

規定による納期限までに、同条第２２項の申告納

付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申

告に係る税金又は同条第１項後段及び第３項の規

定により提出があったものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第２２号の４様式による納付

書により納付しなければならない。

第４５条 市民税を申告納付する義務がある法人は、

法第３２１条の８第１項、第２項、第４項、第１

９項、第２２項及び第２３項の規定による申告書

を、同条第１項、第２項、第４項、第１９項及び

第２３項の申告納付にあってはそれぞれこれらの

規定による納期限までに、同条第２２項の申告納

付にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申

告に係る税金又は同条第１項後段及び第３項の規

定により提出があったものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第２２号の４様式による納付

書によって納付しなければならない。

２ 法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しく

は事業所を有する法人又は外国法人が、法第３２

１条の８第２４項に規定する外国の法人税等を課

された場合には、同項及び令第４８条の１３に規

定するところにより、控除すべき額を前項の規定

により申告納付すべき法人税割額から控除する。

２ 法の施行地に本店若しくは主たる事務所若しく

は事業所を有する法人又は外国法人が、法第３２

１条の８第２４項に規定する外国の法人税等を課

された場合においては、同項及び令第４８条の１

３に規定するところにより、控除すべき額を前項

の規定により申告納付すべき法人税割額から控除
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する。

３ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（

同条第２１項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。）に係る税金を納付する場合

には、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４

項又は第１９項に規定する納期限（納期限の延長

があったときは、その延長された納期限とする。

第５項第１号において同じ。）の翌日から納付の

日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．

６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３

項の規定の適用がある場合において、当該申告書

がその提出期限前に提出されたときは、当該提出

期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から

１月を経過する日までの期間については、年７．

３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相

当する延滞金額を加算して施行規則第２２号の４

様式による納付書により納付しなければならない。

３ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（

同条第２１項の規定による申告書を含む。以下こ

の項において同じ。）に係る税金を納付する場合

においては、当該税金に係る同条第１項、第２項、

第４項又は第１９項に規定する納期限（納期限の

延長があったときは、その延長された納期限とす

る。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応

じ、当該税額に年１４．６パーセント（申告書を

提出した日（同条第２３項の規定の適用がある場

合において、当該申告書がその提出期限前に提出

されたときは、当該提出期限）までの期間又はそ

の期間の末日の翌日から１月を経過する日までの

期間については、年７．３パーセント）の割合を

乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て施行規則第２２号の４様式による納付書によっ

て納付しなければならない。

４ ［略］ ４ ［略］

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（

詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人

が法第３２１条の１１第１項若しくは第３項の規

定による更正があるべきことを予知して提出した

修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の

２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１

項若しくは第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して提出した修正申告書に係る市民税又

は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税

にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

６ 法人税法第７４条第１項又は第１４４条の６第

１項の規定により法人税に係る申告書を提出する

義務がある法人で同法第７５条の２第１項（同法

第１４４条の８において準用する場合を含む。以

下この項及び第４８条第１項において同じ。）の

規定の適用を受けているものについて、同法第７

５条の２第９項（同法第１４４条の８において準

用する場合を含む。以下この項において同じ。）

の規定の適用がある場合には、同法第７５条の２

第９項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人

６ 法人税法第７４条第１項又は第１４４条の６第

１項の規定により法人税に係る申告書を提出する

義務がある法人で同法第７５条の２第１項（同法

第１４４条の８において準用する場合を含む。以

下この項及び第４８条第１項において同じ。）の

規定の適用を受けているものについて、同法第７

５条の２第７項（同法第１４４条の８において準

用する場合を含む。以下この項において同じ。）

の規定の適用がある場合には、同法第７５条の２

第７項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人
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税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額

を課税標準として算定した法人税割額及びこれと

併せて納付すべき均等割額については、当該法人

税額について同条第１項の規定の適用がないもの

とみなして、第８条の規定を適用することができ

る。

税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額

を課税標準として算定した法人税割額及びこれと

併せて納付すべき均等割額については、当該法人

税額について同条第１項の規定の適用がないもの

とみなして、第８条の規定を適用することができ

る。

７ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法

人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同

法第８１条の２４第１項の規定の適用を受けてい

るものが、同条第４項の規定の適用を受ける場合

には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支

配関係（同法第２条第１２号の７の７に規定する

連結完全支配関係をいう。第４６条第３項及び第

４８条第２項において同じ。）がある連結子法人

（同法第２条第１２号の７に規定する連結子法人

をいう。第４６条第３項及び第４８条第２項にお

いて同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６

号に規定する連結申告法人をいう。第４８条第２

項において同じ。）に限る。）については、同法

第８１条の２４第４項の規定の適用に係る当該申

告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に

限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額

を課税標準として算定した法人税割額及びこれと

併せて納付すべき均等割額については、当該連結

法人税額について同法第８１条の２４第１項の規

定の適用がないものとみなして、第８条の規定を

適用することができる。

７ 法人税法第８１条の２２第１項の規定によって

法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で

同法第８１条の２４第１項の規定の適用を受けて

いるものが、同条第４項の規定の適用を受ける場

合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全

支配関係（同法第２条第１２号の７の７に規定す

る連結完全支配関係をいう。第４６条第３項及び

第４８条第２項において同じ。）がある連結子法

人（同法第２条第１２号の７に規定する連結子法

人をいう。第４６条第３項及び第４８条第２項に

おいて同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１

６号に規定する連結申告法人をいう。第４８条第

２項において同じ。）に限る。）については、同

法第８１条の２４第４項の規定の適用に係る当該

申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間

に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税

額を課税標準として算定した法人税割額及びこれ

と併せて納付すべき均等割額については、当該連

結法人税額について同法第８１条の２４第１項の

規定の適用がないものとみなして、第８条の規定

を適用することができる。

 （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）  （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）

第４６条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条

の１２の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第２２号の４様式による納付書に

より納付しなければならない。

第４６条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条

の１２の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

おいては、当該不足税額を当該通知書の指定する

期限までに、施行規則第２２号の４様式による納

付書によって納付しなければならない。

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する納期限（同条第２３項の申告納付に係

る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条

第１項、第２項又は第４項に規定する納期限とし、

納期限の延長があった場合には、その延長された

納期限とする。第４項第１号において同じ。）の

翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（前項に規定する納期限までの

期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日

までの期間については、年７．３パーセント）の

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を

加算して納付しなければならない。

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する納期限（同条第２３項の申告納付に係

る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条

第１項、第２項又は第４項に規定する納期限とし、

納期限の延長があった場合には、その延長された

納期限とする。）の翌日から納付の日までの期間

の日数に応じ、年１４．６パーセント（前項に規

定する納期限までの期間又は当該納期限の翌日か

ら１月を経過する日までの期間については、年７

．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければなら

ない。

３ ［略］ ３ ［略］

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があったとき

４ 第２項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該
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（当該増額更正に係る市民税について法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項に規

定する申告書（以下この項において「当初申告書

」という。）が提出されており、かつ、当該当初

申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものを含む。以下この項にお

いて「減額更正」という。）があった後に、当該

増額更正があったときに限る。）は、当該増額更

正により納付すべき税額（当該当初申告書に係る

税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達

するまでの部分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人についてされた当該増額更正により納付すべき

市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定す

る市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。

）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係

る市民税又は令第４８条の１５の５第３項に規定

する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除

する。

 ［略］  ［略］

 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更

正によるものを除く。）である場合又は法人税

に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づく

ものに限る。）によるものである場合には、当

該減額更正の通知をした日の翌日から起算して

１年を経過する日）の翌日から当該増額更正の

通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出

し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされ

たことによる更正に係るものにあっては、当該

修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更

正若しくは決定の通知をした日）までの期間

 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更

正によるものを除く。）である場合又は法人税

に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づく

ものに限る。）によるものである場合には、当

該減額更正の通知をした日の翌日から起算して

１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書

に係る更正の通知をした日までの期間

 （固定資産税の課税標準）  （固定資産税の課税標準）

第６８条 ［略］ 第６８条 ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 法第３４９条の３又は第３４９条の３の４の規

定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資

産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、

法第３４９条の３又は第３４９条の３の４に定め

る額とする。

８ 法第３４９条の３の規定の適用を受ける固定資

産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各

項の規定にかかわらず、法第３４９条の３に定め

る額とする。

９・１０ ［略］ ９・１０ ［略］

 （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割

合）

第６８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。

法第３４９条の３第２８項 ２分の１

法第３４９条の３第２９項 ２分の１

法第３４９条の３第３０項 ２分の１
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 （施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の

３の２第４項及び第５項の規定による補正の方法

の申出）

 （施行規則第１５条の３第２項の規定による補正

の方法の申出）

第７１条 施行規則第１５条の３第３項並びに第１

５条の３の２第４項及び第５項の規定による補正

の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有者の代

表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記

載した申出書を市長に提出して行わなければなら

ない。

第７１条 施行規則第１５条の３第２項の規定によ

る補正の方法の申出は、当該家屋に係る区分所有

者の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事

項を記載した申出書を市長に提出して行わなけれ

ばならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有

者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律

第１４条第１項から第３項までの規定による割

合

 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有

者の家屋の区分所有者全員の共有に属する共用

部分に係る建物の区分所有等に関する法律第１

４条第１項から第３項までの規定による割合

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

 （法第３５２条の２第５項及び第６項の規定によ

る固定資産税額の按
あん

分の申出）

 （法第３５２条の２第５項及び第６項の規定によ

る固定資産税額の案分の申出）

第７２条 法第３５２条の２第５項の規定による同

条第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に規

定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当

しないものに係る固定資産税額の按分の申出は、

同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎

年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申

出書を市長に提出して行わなければならない。

第７２条 法第３５２条の２第５項の規定による同

条第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に規

定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当

しないものに係る固定資産税額の案分の申出は、

同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎

年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申

出書を市長に提出して行わなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 法第３５２条の２第１項の規定により按分す

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合及

び当該割合の算定方法

 法第３５２条の２第１項の規定により案分す

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合及

び当該割合の算定方法

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共

用土地（以下この項及び次項において「特定被災

共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分

の申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（第５号及び第４項において「特定

被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が

法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年度

（以下この項及び第８３条の２において「被災年

度」という。）の翌年度又は翌々年度（法第３４

９条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

８３条の２において「避難の指示等」という。）

が行われた場合において、法第３４９条の３の３

第１項に規定する避難等解除日（以下この項及び

第８３条の２において「避難等解除日」という。

）の属する年が法第３４９条の３の３第１項に規

定する被災年（第８３条の２において「被災年」

という。）の翌年以後の年であるときは、当該被

災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１

月１日から起算して３年を経過する日を賦課期日

とする年度までの各年度とし、法第３４９条の３

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定被災共

用土地（以下この項及び次項において「特定被災

共用土地」という。）に係る固定資産税額の案分

の申出は、同条第６項に規定する特定被災共用土

地納税義務者（第５号及び第４項において「特定

被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が

法第３４９条の３の３第１項に規定する被災年度

（以下この項及び第８３条の２において「被災年

度」という。）の翌年度又は翌々年度（法第３４

９条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

８３条の２において「避難の指示等」という。）

が行われた場合において、法第３４９条の３の３

第１項に規定する避難等解除日（以下この項及び

第８３条の２において「避難等解除日」という。

）の属する年が法第３４９条の３の３第１項に規

定する被災年（第８３条の２において「被災年」

という。）の翌年以後の年であるときは、当該被

災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１

月１日以後３年を経過する日を賦課期日とする年

度までの各年度）の初日の属する年の１月３１日
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の３第１項に規定する被災市街地復興推進地域（

第８３条の２において「被災市街地復興推進地域

」という。）が定められた場合（避難の指示等が

行われた場合において、避難等解除日の属する年

が被災年の翌年以後の年であるときを除く。同条

において同じ。）には、当該被災年度の翌年度か

ら被災年の１月１日から起算して４年を経過する

日を賦課期日とする年度までの各年度とする。）

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載し、かつ、第４号に掲げる事実を証す

る書類を添付した申出書を市長に提出して行わな

ければならない。

までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号に

掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長

に提出して行わなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 法第３５２条の２第３項の規定により按分す

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合及

び当該割合の算定方法

 法第３５２条の２第３項の規定により案分す

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合及

び当該割合の算定方法

３ 法第３５２条の２第７項の規定により特定被災

共用土地とみなされた法第３４９条の３の３第３

項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の

按分の申出については、前項中「同条第６項」と

あるのは「同条第７項の規定により読み替えて適

用される同条第６項」と、「特定被災共用土地納

税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者

」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項

に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用

土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地

等に対応する従前の土地である特定被災共用土地

に」として、前項の規定を適用する。

３ 法第３５２条の２第７項の規定により特定被災

共用土地とみなされた法第３４９条の３の３第３

項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の

案分の申出については、前項中「同条第６項」と

あるのは「同条第７項の規定により読み替えて適

用される同条第６項」と、「特定被災共用土地納

税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者

」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項

に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用

土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地

等に対応する従前の土地である特定被災共用土地

に」として、前項の規定を適用する。

４ ［略］ ４ ［略］

 （被災住宅用地の申告）  （被災住宅用地の申告）

第８３条の２ 法第３４９条の３の３第１項（同条

第２項において準用する場合及び同条第３項（同

条第４項において準用する場合を含む。）の規定

により読み替えて適用される場合を含む。第５号

及び次項において同じ。）の規定の適用を受けよ

うとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度（

避難の指示等が行われた場合において、避難等解

除日の属する年が被災年の翌年以後の年であると

きは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の

属する年の１月１日から起算して３年を経過する

日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災

市街地復興推進地域が定められた場合には、当該

被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起算

して４年を経過する日を賦課期日とする年度まで

の各年度とする。）の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号

に掲げる事実を証する書類を添付した申告書を市

長に提出しなければならない。

第８３条の２ 法第３４９条の３の３第１項（同条

第２項において準用する場合及び同条第３項（同

条第４項において準用する場合を含む。）の規定

により読み替えて適用される場合を含む。第５号

及び次項において同じ。）の規定の適用を受けよ

うとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度（

避難の指示等が行われた場合において、避難等解

除日の属する年が被災年の翌年以後の年であると

きは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の

属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度）の初日の属する年

の１月３１日までに次に掲げる事項を記載し、か

つ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付した

申告書を市長に提出しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

２ 法第３４９条の３の３第１項の規定の適用を受 ２ 法第３４９条の３の３第１項の規定の適用を受
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ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度

分（避難の指示等が行われた場合において、避難

等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であ

るときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除

日の属する年の１月１日から起算して３年を経過

する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、

被災市街地復興推進地域が定められた場合には、

当該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から

起算して４年を経過する日を賦課期日とする年度

までの各年度分とする。）の固定資産税について

は、前条の規定は、適用しない。

ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度

分（避難の指示等が行われた場合において、避難

等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であ

るときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除

日の属する年の１月１日以後３年を経過する日を

賦課期日とする年度までの各年度分）の固定資産

税については、前条の規定は、適用しない。

 （事業所税の賦課徴収に関する申告の義務）  （事業所税の賦課徴収に関する申告の義務）

第１４８条 ［略］ 第１４８条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 前２項の規定により申告をした事項に異動が生

じた場合においては、その異動が生じた日から１

月以内にその旨その他必要な事項を市長に申告し

なければならない。

３ 前項の規定により申告をした事項に異動が生じ

た場合においては、その異動が生じた日から１月

以内にその旨その他必要な事項を市長に申告しな

ければならない。

   附 則    附 則

 （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）  （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）

第１１条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者

のうち、その者の前年の所得について第１９条の

規定により算定した総所得金額、退職所得金額及

び山林所得金額の合計額が、３５万円にその者の

同一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数

を乗じて得た金額（その者が同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合には、当該金額に３２万円

を加算した金額）以下であるものに対しては、第

１４条第１項の規定にかかわらず、市民税の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。

第１１条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者

のうち、その者の前年の所得について第１９条の

規定により算定した総所得金額、退職所得金額及

び山林所得金額の合計額が、３５万円にその者の

控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数

を乗じて得た金額（その者が控除対象配偶者又は

扶養親族を有する場合には、当該金額に３２万円

を加算した金額）以下であるものに対しては、第

１４条第１項の規定にかかわらず、市民税の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （読替規定）  （読替規定）

第１８条 法附則第１５条から第１５条の３の２ま

での規定の適用がある各年度分の固定資産税に限

り、第６８条第８項中「又は第３４９条の３の４

」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４又

は法附則第１５条から第１５条の３の２まで」と

する。

第１８条 法附則第１５条、第１５条の２又は第１

５条の３の規定の適用がある各年度分の固定資産

税に限り、第６８条第８項中「法第３４９条の３

」とあるのは「法第３４９条の３又は法附則第１

５条、第１５条の２若しくは第１５条の３」とす

る。

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める

割合）

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める

割合）

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。

 ［略］

法附則第１５条第２９項  ［略］

法附則第１５条第３０項

 ［略］

法附則第１５条第３０項  ［略］

法附則第１５条第３１項
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法附則第１５条第３２項第１号

法附則第１５条第３２項第２号  ［略］

法附則第１５条第３７項  ［略］

法附則第１５条第３９項  ［略］

法附則第１５条第４４項 ２分の１

法附則第１５条第４５項 ３分の２

 ［略］

法附則第１５条第３３項第１号

法附則第１５条第３３項第２号  ［略］

法附則第１５条第３６項 ３分の２

法附則第１５条第３９項  ［略］

法附則第１５条第４０項 ４分の３

法附則第１５条第４２項  ［略］

 ［略］

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告）

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の

適用を受けようとする者がすべき申告）

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第７条第３項に規定する書類を添付して市長

に提出しなければならない。

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の住宅に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日まで

に次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則

第７条第２項に掲げる書類を添付した申告書を市

長に提出しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住

宅の敷地の用に供する土地について、令附則第１

２条第９項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日までに、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第４項各号に掲げる書類を添付して市長に

提出しなければならない。

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住

宅の敷地の用に供する土地について、令附則第１

２条第９項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の１月３１日までに、

次に掲げる事項を記載し、かつ、施行規則附則第

７条第３項各号に掲げる書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

４ ［略］ ４ ［略］

５ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅について、

 同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初日の属する年の１月３１日までに、次に掲

げる事項を記載した申告書に高齢者の居住の安定

確保に関する法律（平成１３年法律第２６号）第

７条第１項の登録を受けた旨を証する書類及び当

該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第

１２条第２１項第１号ロに規定する補助を受けて

いる旨を証する書類を添付して市長に提出しなけ

ればならない。

５ 法附則第１５条の８第４項の貸家住宅について、

 同項の規定の適用を受けようとする者は、当該年

度の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保

に関する法律（平成１３年法律第２６号）第７条

第１項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸

家住宅の建設に要する費用について令附則第１２

条第２１項第２号に規定する補助を受けている旨

を証する書類を添付した申告書を市長に提出しな

ければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

６ 法附則第１５条の８第５項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに、次に掲げ

る事項を記載した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

６ 法附則第１５条の８第５項の家屋について、同

項の規定の適用を受けようとする者は、当該年度

の初日の属する年の１月３１日までに次に掲げる

事項を記載した申告書を市長に提出しなければな

らない。

 ［略］  ［略］

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面  家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面
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積並びに令附則第１２条第２４項において準用

する同条第１７項に規定する従前の権利に対応

する部分の床面積

積並びに令附則第１２条第２２項の規定により

読み替えて適用される同条第１７項に規定する

従前の権利に対応する部分の床面積

 ［略］  ［略］

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅

について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し

た申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書

類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第

２６項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適合住宅

について、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、当該耐震改修に要した費用を証する書類及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４

項に規定する基準を満たすことを証する書類を添

付した申告書を市長に提出しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者

等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならな

い。

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居住改修

住宅又は同条第５項の高齢者等居住改修専有部分

について、これらの規定の適用を受けようとする

者は、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者

等居住改修専有部分に係る居住安全改修工事が完

了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

し、かつ、施行規則附則第７条第８項各号に掲げ

る書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 令附則第１２条第３０項に掲げる者に該当す

る者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいず

れに該当するかの別

 令附則第１２条第２８項に掲げる者に該当す

る者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいず

れに該当するかの別

 ［略］  ［略］

 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則

第１２条第３１項に規定する補助金等、居宅介

護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則

第１２条第２９項に規定する補助金等、居宅介

護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

 ［略］  ［略］

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１０項各号に掲げ

 る書類を添付して市長に提出しなければならない。

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住

宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専有部分に

ついて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係る熱損失防止改修工事が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付した申告書を市長に提出しなければなら

ない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則

第１２条第３８項に規定する補助金等

 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則

第１２条第３６項に規定する補助金等

 ［略］  ［略］

１０ 法附則第１５条の９の２第１項に規定する特

定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該特定耐震基準適合住

宅に係る耐震改修が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して市長
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に提出しなければならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面

  積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 耐震改修が完了した年月日

 耐震改修に要した費用

 耐震改修が完了した日から３月を経過した後

に申告書を提出する場合には、３月以内に提出

することができなかった理由

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特

定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に規定する

特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者は、法附則第

１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修工事

が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を

記載した申告書に施行規則附則第７条第１２項各

号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人

の居住の用に供する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 熱損失防止改修工事が完了した年月日

 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則

第１２条第３８項に規定する補助金等

 熱損失防止改修工事が完了した日から３月を

経過した後に申告書を提出する場合には、３月

以内に提出することができなかった理由

１２ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１４項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第２６項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

１０ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けようとす

る者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が

完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１１項に規

定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築

物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律

第１２３号）第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が令

附則第１２条第２４項に規定する基準を満たすこ

とを証する書類を添付して市長に提出しなければ

ならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 施行規則附則第７条第１４項に規定する補助

の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修に要した費用

 施行規則附則第７条第１１項に規定する補助

の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修に要した費用

 ［略］  ［略］
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（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例）

第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 法附則第３０条第４項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

るものに限る。以下この条（第５項を除く。）に

おいて同じ。）に対する第９１条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が平成２８年４月１日か

ら平成２９年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には、平成２９年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

３ 法附則第３０条第４項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

るものに限る。次項において同じ。）に対する第

９１条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、平

成２９年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

 ［略］  ［略］ 

４ ［略］ ４ ［略］

５ 法附則第３０条第６項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り、第２項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

６ 法附則第３０条第７項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り、第３項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

７ 法附則第３０条第８項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。

）に対する第９１条の規定の適用については、当

該軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成３０年度分の軽自動車税に限り、当

該軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成３１年度分の軽自動車税に限り、第

４項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。
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 （軽自動車税の賦課徴収の特例）  （軽自動車税の賦課徴収の特例）

第３２条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第７項

までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通

大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

第３２条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第４項

までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通

大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例）

 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例）

第３６条の２ 当分の間、市民税の所得割の納税義

務者が前年中に租税特別措置法第８条の４第１項

に規定する上場株式等の配当等（以下この項にお

いて「上場株式等の配当等」という。）を有する

場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所

得及び配当所得については、第１９条第１項及び

第２項並びに第２１条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等

に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として

令附則第１６条の２の１１第３項で定めるところ

により計算した金額（以下この項において「上場

株式等に係る配当所得等の金額」という。）に対

し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額（上

場株式等に係る配当所得等の金額（第３項第１号

の規定により読み替えて適用される第２０条の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）を

いう。）の１００分の４に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得について

は、附則第１５条第１項の規定は、適用しない。

第３６条の２ 当分の間、市民税の所得割の納税義

務者が前年中に租税特別措置法第８条の４第１項

に規定する上場株式等の配当等（以下この項にお

いて「上場株式等の配当等」という。）を有する

場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所

得及び配当所得については、第１９条第１項及び

第２項並びに第２１条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等

に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として

令附則第１６条の２の１１第３項で定めるところ

により計算した金額（以下この項において「上場

株式等に係る配当所得等の金額」という。）に対

し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額（上

場株式等に係る配当所得等の金額（第３項第１号

の規定により読み替えて適用される第２０条の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）を

いう。）の１００分の３に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得について

は、附則第１５条第１項の規定は、適用しない。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４

第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下

この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所

得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等

の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する

年度分の市民税について特定上場株式等の配当等

に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載のある第１９条第４項に規定す

る特定配当等申告書を提出した場合（次に掲げる

場合を除く。）に限り適用するものとし、市民税

の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべ

き特定上場株式等の配当等に係る配当所得につい

て同条第１項及び第２項並びに第２１条の規定の

適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中

に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等

に係る配当所得について、前項の規定は、適用し

ない。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４

第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下

この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所

得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等

の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する

年度分の市民税について特定上場株式等の配当等

に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載のある第１９条第４項に規定す

る申告書を提出した場合に限り適用するものとし、

市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受

けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得

について同条第１項及び第２項並びに第２１条の

規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が

前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の

配当等に係る配当所得について、前項の規定は、

適用しない。

 第１９条第４項ただし書の規定の適用がある
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場合

 第１９条第４項第１号に掲げる申告書及び同

項第２号に掲げる申告書がいずれも提出された

場合におけるこれらの申告書に記載された事項

その他の事情を勘案して、前項の規定を適用し

ないことが適当であると市長が認めるとき。

３ ［略］ ３ ［略］

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例）

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例）

第３７条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第２８条の４第１項に規定する事

業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、

当該事業所得及び雑所得については、第１９条及

び第２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額（法

附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額をいう。以下この項において同

じ。）に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多

い金額に相当する市民税の所得割を課する。

第３７条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第２８条の４第１項に規定する事

業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、

当該事業所得及び雑所得については、第１９条及

び第２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額（法

附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額をいう。以下この項において同

じ。）に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多

い金額に相当する市民税の所得割を課する。

 土地等に係る事業所得等の金額（第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第２０条

の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。次号において「土地等に係る課税事業所得

等の金額」という。）の１００分の９．６に相

当する金額

 土地等に係る事業所得等の金額（第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第２０条

の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。次号において「土地等に係る課税事業所得

等の金額」という。）の１００分の７．２に相

当する金額

 ［略］  ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

 ）

 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

 ）

第３８条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡

所得を有する場合には、当該譲渡所得については、

第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対

し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当す

る場合には、これらの規定の適用により同法第３

１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額とし、これらの金額に

つき第３項第１号の規定により読み替えて適用さ

れる第２０条の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」と

いう。）の１００分の４に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。

第３８条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡

所得を有する場合には、当該譲渡所得については、

第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対

し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当す

る場合には、これらの規定の適用により同法第３

１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額とし、これらの金額に

つき第３項第１号の規定により読み替えて適用さ

れる第２０条の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」と

いう。）の１００分の３に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した  （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した
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場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例） 場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例）

第３９条 昭和６３年度から平成３２年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項

に規定する土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合において、当

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３

４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める金額に相当する額とする。

第３９条 昭和６３年度から平成２９年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項

に規定する土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合において、当

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３

４条の２第４項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。以下この条において同じ。）

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民

税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め

る金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円以下

である場合 当該課税長期譲渡所得金額の１０

０分の３．２に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円以下

である場合 当該課税長期譲渡所得金額の１０

０分の２．４に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円を超

える場合 次に掲げる金額の合計額

 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円を超

える場合 次に掲げる金額の合計額

  ア ６４万円   ア ４８万円

  イ 当該課税長期譲渡所得金額から２，０００

万円を控除した金額の１００分の４に相当す

る金額

  イ 当該課税長期譲渡所得金額から２，０００

万円を控除した金額の１００分の３に相当す

る金額

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成３２年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための

譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。）に該当するときにおける前

条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割について

準用する。この場合において、当該譲渡が法附則

第３４条の２第１０項の規定に該当することとな

るときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡ではなかったものとみなす。

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成２９年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための

譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。）に該当するときにおける前

条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割について

準用する。この場合において、当該譲渡が法附則

第３４条の２第９項の規定に該当することとなる

場合においては、当該譲渡は確定優良住宅地等予

定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

３ ［略］ ３ ［略］

 （居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る個人の市民税の課税の特例）

 （居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る個人の市民税の課税の特例）

第４０条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第３１条の３第１項に規定する譲

渡所得を有する場合には、当該譲渡所得について

は、附則第３８条第１項の規定により当該譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民

税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

第４０条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第３１条の３第１項に規定する譲

渡所得を有する場合には、当該譲渡所得について

は、附則第３８条第１項の規定により当該譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民

税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め
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める金額に相当する額とする。 る金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が６，０００万円以下

である場合 当該課税長期譲渡所得金額の１０

０分の３．２に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が６，０００万円以下

である場合 当該課税長期譲渡所得金額の１０

０分の２．４に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が６，０００万円を超

える場合 次に掲げる金額の合計額

 課税長期譲渡所得金額が６，０００万円を超

える場合 次に掲げる金額の合計額

  ア １９２万円   ア １４４万円

  イ 当該課税長期譲渡所得金額から６，０００

万円を控除した金額の１００分の４に相当す

る金額

  イ 当該課税長期譲渡所得金額から６，０００

万円を控除した金額の１００分の３に相当す

る金額

２ ［略］ ２ ［略］

 （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

 ）

 （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

 ）

第４１条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３２条第１項に規定する譲渡

所得（同条第２項に規定する譲渡による所得を含

む。）を有する場合には、当該譲渡所得について

は、第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額

に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の

金額（同法第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定

に該当する場合には、これらの規定の適用により

同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額とし、これら

の金額につき第５項第１号の規定により読み替え

て適用される第２０条の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の１００分の

７．２に相当する金額に相当する市民税の所得割

を課する。

第４１条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３２条第１項に規定する譲渡

所得（同条第２項に規定する譲渡による所得を含

む。）を有する場合には、当該譲渡所得について

は、第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額

に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の

金額（同法第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定

に該当する場合には、これらの規定の適用により

同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額とし、これら

の金額につき第５項第１号の規定により読み替え

て適用される第２０条の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の１００分の

５．４に相当する金額に相当する市民税の所得割

を課する。

２ ［略］ ２ ［略］

３ 第１項に規定する譲渡所得で法附則第３５条第

７項に規定するものに係る第１項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の７．２」とあるの

は、「１００分の４」とする。

３ 第１項に規定する譲渡所得で法附則第３５条第

７項に規定するものに係る第１項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の５．４」とあるの

は、「１００分の３」とする。

４・５ ［略］ ４・５ ［略］

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例）

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例）

第４２条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３７条の１０第１項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、

当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第

１９条第１項及び第２項並びに第２１条の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一

般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第

１８条第５項に定めるところにより計算した金額

（以下この項において「一般株式等に係る譲渡所

第４２条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３７条の１０第１項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、

当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第

１９条第１項及び第２項並びに第２１条の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一

般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第

１８条第５項に定めるところにより計算した金額

（以下この項において「一般株式等に係る譲渡所
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得等の金額」という。）に対し、一般株式等に係

る課税譲渡所得等の金額（一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（次項第１号の規定により読み替え

て適用される第２０条の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の１００分の

４に相当する金額に相当する市民税の所得割を課

する。

得等の金額」という。）に対し、一般株式等に係

る課税譲渡所得等の金額（一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（次項第１号の規定により読み替え

て適用される第２０条の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の１００分の

３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課

する。

２ ［略］ ２ ［略］

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例）

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例）

第４２条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第３７条の１１第１項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

には、当該上場株式等に係る譲渡所得等について

は、第１９条第１項及び第２項並びに第２１条の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の

当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令

附則第１８条の２第５項に定めるところにより計

算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が

法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等

譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等

譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場

合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額（第１９条第６項の規定により同条第５項

の規定の適用を受けないものを除く。）を除外し

て算定するものとする。以下この項において「上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に

対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項におい

て準用する前条第２項第１号の規定により読み替

えて適用される第２０条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の１００分

の４に相当する金額に相当する市民税の所得割を

課する。

第４２条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第３７条の１１第１項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

には、当該上場株式等に係る譲渡所得等について

は、第１９条第１項及び第２項並びに第２１条の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の

当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令

附則第１８条の２第５項に定めるところにより計

算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が

法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等

譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等

譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場

合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額（第１９条第６項の規定により同条第５項

の規定の適用を受けないものを除く。）を除外し

て算定するものとする。以下この項において「上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に

対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（

上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項におい

て準用する前条第２項第１号の規定により読み替

えて適用される第２０条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の１００分

の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を

課する。

２ ［略］ ２ ［略］

 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の

課税の特例）

 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の

課税の特例）

第４３条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第４１条の１４第１項に規定す

る事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合に

は、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得について

は、第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、

譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第

１８条の７に定めるところにより計算した金額（

以下この項において「先物取引に係る雑所得等の

金額」という。）に対し、先物取引に係る課税雑

所得等の金額（先物取引に係る雑所得等の金額（

次項第１号の規定により読み替えて適用される第

第４３条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第４１条の１４第１項に規定す

る事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合に

は、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得について

は、第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、

譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第

１８条の７に定めるところにより計算した金額（

以下この項において「先物取引に係る雑所得等の

金額」という。）に対し、先物取引に係る課税雑

所得等の金額（先物取引に係る雑所得等の金額（

次項第１号の規定により読み替えて適用される第
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２０条の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）をいう。）の１００分の４に相当する金

額に相当する市民税の所得割を課する。

２０条の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金

額に相当する市民税の所得割を課する。

２ ［略］ ２ ［略］

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例）

第４３条の２ 所得割の納税義務者が支払を受ける

べき外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除

法」という。）第８条第２項に規定する特例適用

利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第

５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等

所得相互免除法第１６条第２項に規定する特例適

用利子等については、第１９条及び第２１条の規

定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中

の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外

国居住者等所得相互免除法第１２条第５項及び第

１６条第２項において準用する場合を含む。）に

規定する特例適用利子等の額（以下この項におい

て「特例適用利子等の額」という。）に対し、特

例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み

替えられた第２０条の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）に１００分の４の税率を乗じ

て計算した金額に相当する市民税の所得割を課す

る。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。

 第２０条の規定の適用については、同条中「

総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第４３条の２第１項に規定する特例適用利子等

の額」とする。

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４３条の２第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第２４条の２第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第

４３条の２第１項に規定する特例適用利子等の

額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第４３条の２第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第４３条の２第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。
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 第２６条の規定の適用については、同条中「

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は附則第４３条の２第１項に規定す

る特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若

しくは外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律（昭和３

７年法律第１４４号）第７条第１０項（同法第

１１条第８項及び第１５条第１４項において準

用する場合を含む。）に規定する特定対象利子

に係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（

同法第１１条第９項及び第１５条第１５項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特定対

象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条

第１６項（同法第１１条第１１項及び第１５条

第１７項において準用する場合を含む。）に規

定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額

若しくは同法第７条第１８項（同法第１１条第

１２項及び第１５条第１８項において準用する

場合を含む。）に規定する特定対象給付補 金

等に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第１１条の規定の適用については、同条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第４３条の２第１項に規定す

る特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第４３条の２第１項の規定による市民税の所得

割の額」とする。

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居

住者等所得相互免除法第８条第４項に規定する特

例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１

２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居

住者等所得相互免除法第１６条第３項に規定する

特例適用配当等（次項において「特例適用配当等

」という。）については、第１９条第３項及び第

４項の規定は適用しない。この場合において、当

該特例適用配当等については、同条及び第２１条

の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前

年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項

（外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。

）に規定する特例適用配当等の額（以下この項に

おいて「特例適用配当等の額」という。）に対し、

特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により

読み替えられた第２０条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）に１００分の４の税率

を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割

を課する。

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の特
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例適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。）に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（

特例適用配当等申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。ただし、第１号に

掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれ

も提出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、同項後段の

規定を適用しないことが適当であると市長が認め

るときは、この限りでない。

 第２８条第１項の規定による申告書

 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項

の規定により前号に掲げる申告書が提出された

ものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

 第２０条の規定の適用については、同条中「

総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第４３条の２第３項後段に規定する特例適用配

当等の額」とする。

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４３条の２第３項後段の規定による市民税の

所得割の額」と、第２４条の２第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附

則第４３条の２第３項後段に規定する特例適用

配当等の額」と、第２４条の２第１項前段、第

２５条及び第２５条の２第１項並びに附則第１

５条第１項、第１５条の３第１項及び第１５条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額並びに附則第４３条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、第２４

条の２第１項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第４３条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。

 第２６条の規定の適用については、同条中「

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は附則第４３条の２第３項後段に規

定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第７条第１４項（同
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法第１１条第１０項及び第１５条第１６項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する申告不

要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しく

は配当所得の金額」とする。

 附則第１１条の規定の適用については、同条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第４３条の２第３項後段に規

定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第４３条の２第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」とする。

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例）

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例）

第４４条 所得割の納税義務者が支払を受けるべき

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等については、第１９条及

び第２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等

の額（以下この項において「条約適用利子等の額

」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項

第１号の規定により読み替えられた第２０条の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）に

１００分の５の税率から租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項

において「限度税率」という。）を控除して得た

率に５分の４を乗じて得た率（当該納税義務者が

同条第３項の規定の適用を受ける場合には、１０

０分の４の税率）を乗じて計算した金額に相当す

る市民税の所得割を課する。

第４４条 所得割の納税義務者が支払を受けるべき

租税条約等実施特例法第３条の２の２第１０項に

規定する条約適用利子等については、第１９条及

び第２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等

の額（以下この項において「条約適用利子等の額

」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項

第１号の規定により読み替えられた第２０条の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）に

１００分の５の税率から租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１項に規定する限度税率（第３項

において「限度税率」という。）を控除して得た

率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が

同条第３項の規定の適用を受ける場合には、１０

０分の３の税率）を乗じて計算した金額に相当す

る市民税の所得割を課する。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定める

ところによる。

 ［略］  ［略］

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４４条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第２４条の２第１項中「山林所得金額

」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４４

条第１項に規定する条約適用利子等の額」と、

第２４条の２第１項前段、第２５条及び第２５

条の２第１項並びに附則第１５条第１項、第１

５条の３第１項及び第１５条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第４４条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第２４条の２第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第４

４条第１項の規定による市民税の所得割の額の

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４４条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４

４条第１項に規定する条約適用利子等の額」と、

同項前段、第２５条、第２５条の２第１項、附

則第１５条第１項、附則第１５条の３第１項及

び附則第１５条の３の２第１項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第４４条

第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第２４条の２第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第４４条第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とす
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合計額」とする。 る。

 第２６条の規定の適用については、同条中「

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は附則第４４条第１項に規定する条

約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しく

は租税条約等実施特例法第３条の２第１６項に

規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条

第１８項に規定する特定収益分配に係る配当所

得の金額、同条第２２項に規定する特定懸賞金

等に係る一時所得の金額若しくは同条第２４項

に規定する特定給付補 金等に係る雑所得等の

金額」とする。

 第２６条の規定の適用については、同条中「

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は附則第４４条第１項に規定する条

約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しく

は租税条約等実施特例法第３条の２第１６項に

規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条

第１８項に規定する特定収益分配に係る配当所

得の金額、同条第２２項に規定する特定懸賞金

等に係る一時所得の金額若しくは同条第２４項

に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等

の金額」とする。

 ［略］  ［略］

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等（次項において「条約適用配当

等」という。）については、第１９条第３項及び

第４項の規定は適用しない。この場合において、

当該条約適用配当等については、同条及び第２１

条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

前年中の租税条約等実施特例法第３条の２の２第

１２項に規定する条約適用配当等の額（以下この

項において「条約適用配当等の額」という。）に

対し、条約適用配当等の額（第５項第１号の規定

により読み替えられた第２０条の規定の適用があ

る場合には、その適用後の金額）に１００分の５

の税率から限度税率を控除して得た率に５分の４

を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約等実

施特例法第３条の２の２第３項の規定の適用を受

ける場合には、１００分の４の税率）を乗じて計

算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等（次項において「条約適用配当

等」という。）については、第１９条第３項及び

第４項の規定は適用しない。この場合において、

当該条約適用配当等については、第１９条及び第

２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１２項に規定する条約適用配当等の額（以下

この項において「条約適用配当等の額」という。

）に対し、条約適用配当等の額（第５項第１号の

規定により読み替えられた第２０条の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）に１００分

の５の税率から限度税率を控除して得た率に５分

の３を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約

等実施特例法第３条の２の２第３項の規定の適用

を受ける場合には、１００分の３の税率）を乗じ

て計算した金額に相当する市民税の所得割を課す

る。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の条

約適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。）に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（

条約適用配当等申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。ただし、第１号に

掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれ

も提出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、同項後段の

規定を適用しないことが適当であると市長が認め

るときは、この限りでない。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の第

２８条第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出されたもの及びその時までに提出された

第２９条第１項の確定申告書を含む。）に前項後

段の規定の適用を受けようとする旨の記載がある

とき（これらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。

 第２８条第１項の規定による申告書

 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項

の規定により前号に掲げる申告書が提出された
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ものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。

 第２０条の規定の適用については、同条中「

総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第４４条第３項後段に規定する条約適用配当等

の額」とする。

 第２０条の規定の適用については、同条中「

総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第４４条第３項に規定する条約適用配当等の額

」とする。

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４４条第３項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第２４条の２第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第

４４条第３項後段に規定する条約適用配当等の

額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第４４条第３項後段の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第４４条第３項後段の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４４条第３項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４

４条第３項に規定する条約適用配当等の額」と、

同項前段、第２５条、第２５条の２第１項、附

則第１５条第１項、附則第１５条の３第１項及

び附則第１５条の３の２第１項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第４４条

第３項の規定による市民税の所得割の額」と、

第２４条の２第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第４４条第３項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」と、

第２５条の２第１項中「第１９条第４項」とあ

るのは「附則第４４条第４項」とする。

 第２６条の規定の適用については、同条中「

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は附則第４４条第３項後段に規定す

る条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若

しくは租税条約等実施特例法第３条の２第２０

項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所

得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

 第２６条の規定の適用については、同条中「

又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は附則第４４条第３項に規定する条

約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しく

は租税条約等実施特例法第３条の２第２０項に

規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の

金額又は配当所得の金額」とする。

 附則第１１条の規定の適用については、同条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第４４条第３項後段に規定す

る条約適用配当等の額」と、同条第２項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第４４条第３項後段の規定による市民税の所得

割の額」とする。

 附則第１１条の規定の適用については、同条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第４４条第３項に規定する条

約適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第４

４条第３項の規定による市民税の所得割の額」

とする。

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の

規定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用

がある場合を除く。）における第２５条の２の規

定の適用については、同条第１項中「又は同条第

６項」とあるのは「若しくは附則第４４条第３項

前段に規定する条約適用配当等（以下「条約適用

配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年

の４月１日の属する年度分の同条第４項に規定す

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の

規定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用

がある場合を除く。）における第２５条の２の規

定の適用については、同条第１項中「又は同条第

６項」とあるのは「若しくは附則第４４条第３項

に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当

等」という。）に係る所得が生じた年の翌年の４

月１日の属する年度分の第２８条第１項の規定に
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る条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を

受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る

所得の明細に関する事項の記載がある場合（条約

適用配当等申告書にこれらの記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）であって、当該条約適用配当等に係る

所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等

の額について租税条約等実施特例法第３条の２の

２第１項の規定及び法第２章第１節第５款の規定

により配当割額を課されたとき又は第１９条第６

項」と、同条第３項中「法第３７条の４」とある

のは「租税条約等実施特例法第３条の２の２第９

項の規定により読み替えて適用される法第３７条

の４」とする。

よる申告書（その提出期限後において市民税の納

税通知書が送達される時までに提出されたもの及

びその時までに提出された第２９条第１項の確定

申告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けよ

うとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の

明細に関する事項の記載がある場合（これらの申

告書にこれらの記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含む。）で

あって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の

計算の基礎となった条約適用配当等の額について

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律

第４６号。以下「租税条約等実施特例法」という。

）第３条の２の２第１項の規定及び法第２章第１

節第５款の規定により配当割額を課されたとき又

は第１９条第６項」と、同条第３項中「法第３７

条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第３

条の２の２第９項の規定により読み替えて適用さ

れる法第３７条の４」とする。

 （読替規定）  （読替規定）

第５４条 法附則第１５条第１項、第１３項、第１

７項から第２４項まで、第２６項、第２７項、第

３１項、第３５項、第３９項、第４２項、第４４

項若しくは第４５項、第１５条の２第２項又は第

１５条の３の規定の適用がある各年度分の都市計

画税に限り、第１５２条第２項中「又は第３４項

」とあるのは、「若しくは第３４項又は法附則第

１５条から第１５条の３まで」とする。

第５４条 法附則第１５条第１項、第１３項、第１

７項から第２４項まで、第２６項、第２８項、第

３２項、第３６項、第３７項、第４２項若しくは

第４５項、第１５条の２第２項又は第１５条の３

の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、

第１５２条第２項中「又は第３４項」とあるのは、

「若しくは第３４項又は法附則第１５条から第１

５条の３まで」とする。

附 則

 （施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。

 第１９条、第２５条の２、第４５条、第４６条及び第６８条の改正、同条の次

に１条を加える改正並びに第７１条、第７２条、第８３条の２及び第１４８条の

改正並びに附則第１８条の改正、附則第１８条の２の表の改正（法附則第１５条

第４５項の項を加える改正を除く。）並びに附則第１９条、第３６条の２第２項、

第３９条第１項各号列記以外の部分及び第２項、第４４条第２項及び第４項から

第６項まで並びに第５４条の改正並びに次条第２項及び附則第３条の規定 公布

の日
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 第２１条、第２４条及び第２４条の２の改正並びに附則第３６条の２第１項、

第３７条、第３８条、第３９条第１項各号及び第４０条から第４３条までの改正、

同条の次に１条を加える改正並びに附則第４４条第１項及び第３項の改正並びに

次条第１項及び第４項の規定 平成３０年１月１日

 附則第３２条第３項の改正、同条第４項の次に３項を加える改正及び附則第３

２条の２の改正 平成３０年４月１日

 附則第１１条の改正及び次条第３項の規定 平成３１年１月１日

 附則第１８条の２の表に法附則第１５条第４５項の項を加える改正 都市緑地

法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）の施行の日又はこの条例

の公布の日のいずれか遅い日

 （市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後のさいたま市市税条例（以下「改正後の条例」という。

）第２１条、第２４条及び第２４条の２並びに附則第３６条の２第１項、第３７条、

第３８条、第３９条第１項各号、第４０条から第４３条の２まで並びに第４４条第

１項及び第３項の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成２９年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

２ 改正後の条例第４５条第３項及び第５項並びに第４６条第２項及び第４項の規定

は、平成２９年１月１日以後に改正後の条例第４５条第３項又は第４６条第２項に

規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

３ 改正後の条例附則第１１条の規定は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。

４ 改正後の条例附則第４３条の２の規定は、平成２９年１月１日以後に支払を受け

るべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法

律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第

１２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規定する特

例適用利子等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６

項に規定する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当

等に係る個人の市民税について適用する。
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 （固定資産税に関する経過措置）

第３条 改正後の条例第６８条第８項及び附則第１８条（地方税法及び航空機燃料譲

与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号。第３項において「改正法」

という。）による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この項にお

いて「新法」という。）第３４９条の３の４に係る部分に限る。）の規定は、平成

２８年４月１日以後に発生した新法第３４９条の３の３第１項に規定する震災等（

第３項において「震災等」という。）に係る新法第３４９条の３の４に規定する償

却資産に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

２ 改正後の条例第６８条の２の規定は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

３ 改正後の条例第７２条第２項及び第８３条の２の規定は、平成２８年４月１日以

後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土

地に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前

に発生した改正法による改正前の地方税法（以下この条において「旧法」という。

）第３４９条の３の３第１項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の

敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例

による。

４ 平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に締結された旧法附則第

１５条第３６項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。

５ 平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に新たに取得された旧法

附則第１５条第４０項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。


